
令和４年第４回定例会議案一覧
市長提出追加議案
（令和４年９月２１日提出 ６件）

議
案
番
号

件 名 提案理由・要旨

議

決

月

日

議

決

番

号

議

決

結

果

第

67

号

追

加

議

案

令和３年度本庄市一般会計歳入歳

出決算認定について

歳入決算額 ３４，８１９，０１２，２２８円

歳出決算額 ３１，５８３，６４６，２６７円

11

月

25

日

第

76

号

原

案

認

定

第

68

号

追

加

議

案

令和３年度本庄市国民健康保険特

別会計歳入歳出決算認定について

歳入決算額 ８，０８１，６２１，９３６円

歳出決算額 ７，９０２，７７６，９８３円

11

月

25

日

第

77

号

原

案

認

定

第

69

号

追

加

議

案

令和３年度本庄市介護保険特別会

計歳入歳出決算認定について

歳入決算額 ６，２９８，３０５，８５４円

歳出決算額 ６，２６７，０２５，７８１円

11

月

25

日

第

78

号

原

案

認

定

第

70

号

追

加

議

案

令和３年度本庄市後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算認定につい

て

歳入決算額 ８５１，７０２，４１７円

歳出決算額 ８５１，４７５，０６８円

11

月

25

日

第

79

号

原

案

認

定

第

71

号

追

加

議

案

令和３年度本庄市水道事業会計の

利益の処分及び決算認定について

収益的収入決算額 １，６４４，３６１，０２２円

収益的支出決算額 １，５０８，８９９，１４８円

資本的収入決算額 １７５，２５５，７５０円

資本的支出決算額 ７９６，４７１，０４３円

11

月

25

日

第

80

号

原

案

可

決

及

び

認

定

第

72

号

追

加

議

案

令和３年度本庄市下水道事業会計

の利益の処分及び決算認定につい

て

収益的収入決算額 ２，００８，０１５，０６４円

収益的支出決算額 １，７５４，４５２，５９５円

資本的収入決算額 １，８７２，７９３，１７９円

資本的支出決算額 ２，４０８，２４４，８２３円

11

月

25

日

第

81

号

原

案

可

決

及

び

認

定



市長提出議案
（令和４年１１月２５日提出 １５件）

議
案
番
号

件 名 提案理由・要旨

議

決

月

日

議

決

番

号

議

決

結

果

第

74

号

議

案

本庄市勤労青少年ホーム設置及び

管理に関する条例を廃止する条例

本庄市勤労青少年ホームを廃止したいので、この案を

提出するものである。

12

月

21

日

第

85

号

原

案

可

決

第

75

号

議

案

本庄市手数料条例の一部を改正す

る条例

都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則等の一

部改正に伴い、低炭素建築物新築等計画の認定申請に

係る認定申請の単位を変更したいので、この案を提出

するものである。

12

月

21

日

第

83

号

原

案

可

決

第

76

号

議

案

本庄市介護保険条例の一部を改正

する条例

介護保険法施行令に基づき、本庄市介護認定審査会の

委員の任期を定めたいので、この案を提出するもので

ある。

12

月

21

日

第

90

号

原

案

可

決

第

77

号

議

案

本庄市水道事業給水条例の一部を

改正する条例

適正な受益者負担を確保するための手数料の見直し

を踏まえ、水道に関する証明をするときに係る手数料

を改正したいので、この案を提出するものである。

12

月

21

日

第

86

号

原

案

可

決

第

78

号

議

案

本庄市下水道条例の一部を改正す

る条例

指定下水道工事店の指定等に係る手数料の明確化に

よる見直しに伴い、指定下水道工事店の指定等に係る

手数料を改正等したいので、この案を提出するもので

ある。

12

月

21

日

第

87

号

原

案

可

決

第

79

号

議

案

本庄市総合振興計画基本構想の変

更について

本庄市総合振興計画基本構想の一部を変更したいの

で、この案を提出するものである。

12

月

21

日

第

84

号

原

案

可

決

第

80

号

議

案

指定管理者の指定について

本庄市老人福祉センターつきみ荘の管理に関し、本庄

ファンクラブ・東庄共同体を指定管理者として指定し

たいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に

より、この案を提出するものである。

12

月

21

日

第

91

号

原

案

可

決

第

81

号

議

案

指定管理者の指定について

本庄市民文化会館の管理に関し、ＮＰＯ法人地域環境

緑創造交流協会を指定管理者として指定したいので、

地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、この

案を提出するものである。

12

月

21

日

第

92

号

原

案

可

決



第

82

号

議

案

本庄市教育委員会委員の任命につ

き同意を求めることについて

教育委員会委員 落合 崇志 氏が令和５年２月１７

日をもって任期満了となるため、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第４条第２項の規定により本

庄市教育委員会委員として 落合 崇志 氏を任命し

たいので、この案を提出するものである。

11

月

29

日

第

82

号

原

案

同

意

第

83

号

議

案

令和４年度本庄市一般会計補正予

算（第８号）

歳入歳出予算の補正

補正予算額 １，９８４，２５１，０００円

総額 ３３，５５９，４１７，０００円

繰越明許費の補正

債務負担行為の補正

地方債の補正

12

月

21

日

第

96

号

原

案

可

決

第

84

号

議

案

令和４年度本庄市国民健康保険特

別会計補正予算（第２号）

歳入歳出予算の補正

補正予算額 ５１，８１３，０００円

総額 ８，０３３，０６４，０００円

債務負担行為の補正

12

月

21

日

第

93

号

原

案

可

決

第

85

号

議

案

令和４年度本庄市介護保険特別会

計補正予算（第２号）

歳入歳出予算の補正

補正予算額 ６７，０００円

総額 ６，４４５，３９７，０００円

債務負担行為の補正

12

月

21

日

第

94

号

原

案

可

決

第

86

号

議

案

令和４年度本庄市後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１号）

歳入歳出予算の補正

補正予算額 ７５５，０００円

総額 ９６７，３５７，０００円

債務負担行為

12

月

21

日

第

95

号

原

案

可

決

第

87

号

議

案

令和４年度本庄市水道事業会計補

正予算（第３号）

業務の予定量

収益的収入補正予定額 △２，０５４，０００円

総額 １，６２５，４３４，０００円

収益的支出補正予定額 ２７，６１７，０００円

総額 １，６５７，５１４，０００円

資本的収入補正予定額 △５，０４２，０００円

総額 ２０２，３１６，０００円

資本的支出補正予定額 △１６９，０００円

総額 ９７９，８１１，０００円

債務負担行為

議会の議決を経なければ流用することのできない経

費

12

月

21

日

第

88

号

原

案

可

決

第

88

号

議

案

令和４年度本庄市下水道事業会計

補正予算（第２号）

収益的収入補正予定額 ２，２１１，０００円

総額 ２，１５５，８６３，０００円

収益的支出補正予定額 ２，２１９，０００円

総額 １，９８４，３９１，０００円

資本的収入補正予定額 △５，９１８，０００円

総額 １，４９９，６３６，０００円

資本的支出補正予定額 △５，９１８，０００円

総額 １，９１１，０９４，０００円

債務負担行為

企業債

他会計からの補助金

12

月

21

日

第

89

号

原

案

可

決



市長提出追加議案
（令和４年１２月２１日提出 ８件）

議
案
番
号

件 名 提案理由・要旨

議

決

月

日

議

決

番

号

議

決

結

果

第

89

号

追

加

議

案

本庄市議会の議員の議員報酬及び

費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例

市議会の議員の期末手当を改定したいので、この案を

提出するものである。

12

月

21

日

第

97

号

原

案

可

決

第

90

号

追

加

議

案

本庄市の市長等の給与等に関する

条例の一部を改正する条例

市長、副市長及び教育長の期末手当を改定したいの

で、この案を提出するものである。

12

月

21

日

第

98

号

原

案

可

決

第

91

号

追

加

議

案

本庄市一般職職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例

人事院勧告及び埼玉県人事委員会勧告に準じ、一般職

職員の給与を改定したいので、この案を提出するもの

である。

12

月

21

日

第

99

号

原

案

可

決

第

92

号

追

加

議

案

令和４年度本庄市一般会計補正予

算（第９号）

歳入歳出予算の補正

補正予算額 ３３，１９８，０００円

総額 ３３，５９２，６１５，０００円

12

月

21

日

第

100

号

原

案

可

決

第

93

号

追

加

議

案

令和４年度本庄市国民健康保険特

別会計補正予算（第３号）

歳入歳出予算の補正

補正予算額 ８１０，０００円

総額 ８，０３３，８７４，０００円

12

月

21

日

第

101

号

原

案

可

決

第

94

号

追

加

議

案

令和４年度本庄市介護保険特別会

計補正予算（第３号）

歳入歳出予算の補正

補正予算額 ９２５，０００円

総額 ６，４４６，３２２，０００円

12

月

21

日

第

102

号

原

案

可

決



議員提出議案
（令和４年１２月２１日提出 １件）

第

95

号

追

加

議

案

令和４年度本庄市水道事業会計補

正予算（第４号）

収益的支出補正予定額 ９７６，０００円

総額 １，６５８，４９０，０００円

資本的支出補正予定額 １０６，０００円

総額 ９７９，９１７，０００円

議会の議決を経なければ流用することのできない経

費

12

月

21

日

第

103

号

原

案

可

決

第

96

号

追

加

議

案

令和４年度本庄市下水道事業会計

補正予算（第３号）

収益的収入補正予定額 １３０，０００円

総額 ２，１５５，９９３，０００円

収益的支出補正予定額 ６２８，０００円

総額 １，９８５，０１９，０００円

資本的収入補正予定額 ３４７，０００円

総額 １，４９９，９８３，０００円

資本的支出補正予定額 ３４７，０００円

総額 １，９１１，４４１，０００円

議会の議決を経なければ流用することのできない経

費

他会計からの補助金

12

月

21

日

第

104

号

原

案

可

決

議
案
番
号

件 名 提案理由・要旨

議

決

月

日

議

決

番

号

議

決

結

果

議

第

3

号

議

案

建築物石綿含有建材事前調査・除去

費用の補助制度の拡充と法改正の

周知を求める意見書

我が国では昭和４５年から平成２年にかけ、主に建

築物の建材に使用する目的で年間約３０万トンもの

アスベスト（石綿）が輸入されており、平成１６年ま

でには１０００万トンが諸外国から輸入された。

アスベストは昭和５０年の特定化学物質等障害予

防規則の改正を皮切りに段階的に規制され、平成１８

年に労働安全衛生法施行令の改正により、アスベスト

含有率が０.１％を超えるものの製造や輸入、使用が

全面的に禁止された。

法改正前の平成１８年以前の建築物に使用された

可能性のあるアスベストが、建築物の解体・改修時に

飛散し健康被害を及ぼす恐れがあるため、令和２年に

「大気汚染防止法」や「石綿障害予防規則」が改正さ

れた。

この改正により、飛散性の高い吹付け石綿などのレ

ベル１、石綿含有保温材などのレベル２に加え、飛散

性の低い石綿含有成形板などのレベル３も含め、全て

のアスベスト含有建材が規制の対象となった。

令和４年４月からは、８０㎡以上の解体、１００万

円以上の改修工事など一定規模以上の解体・改修工事

の場合、元請業者（または自主施工者）にアスベスト

含有の事前調査結果を都道府県等に報告することが

義務付けられた。

アスベストの調査・除去に対して、国土交通省の補

助制度により、「埼玉県民間建築物アスベスト対策事

業」として補助がされているが、補助対象はレベル１

である吹付けアスベストやアスベスト含有吹付けロ

12

月

21

日

第

105

号

原

案

可

決



ックウールなどに限定されており、戸建て建築物や小

規模ビルなど、石綿含有成形板などのレベル３を使用

する多くの建物には適用されない。

今後、法改正以前に建てられた建築物の解体・改修

工事が増加すると思われるが、その調査や除去にかか

る費用は建物所有者である国民一人ひとりが負担す

ることになる。

空き家の増加が社会的問題となる中、建築物の改修

や解体に際して建物所有者に費用負担が増えること

は望ましいことではなく、補助制度の拡充が必要であ

る。同時に、アスベストに関する法改正があったこと

をほとんどの国民が認知していないことから、改正さ

れた法に従い調査を行う業者ではなく、安いという理

由で調査を行わない業者へ解体・改修工事を請け負わ

せてしまう可能性もあり、一部の法を遵守しない業者

と法の改正を知らない国民によって、解体・改修工事

が行われれば、健康被害へ繋がることが懸念される。

以上により、国に対し、下記事項の実現を強く要望

するものである。

記

１ 国土交通省所管の交付事業である「住宅・建築物

アスベスト改修事業」の調査・除去の補助制度の対象

を飛散性の低い石綿含有成形板などのレベル３まで

含め拡充すること。

２ アスベスト関連法である「大気汚染防止法」「石

綿障害予防規則」が改正され、アスベスト含有の事前

調査が施主負担で義務付けられたことを国民に分か

りやすく周知すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提

出する。


